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 令和８年度 青森県教育委員会免許法認定講習（小二種） 

 開催要項 

 

                           青森県教育委員会 

 

１ 目的 

  この講習は、幼稚園又は中学校教諭普通免許状を有する学校教員等について、教育職員

免許法別表第８に基づき、小学校教諭二種免許状を取得するために必要な単位を修得でき

るよう開催し、もって資質の向上を図ることを目的とする。 

 

２ 受講資格 

以下のいずれかに該当すること。 

（１）幼稚園又は中学校教諭の普通免許状を有し、教育職員免許法別表第８により小学校

教諭二種免許状を取得しようとする県内在住者又は県内の学校教員。 

（２）上記免許状を有し、その他適格と認める者。 

 

３ 受講料 

    １単位につき６１０円 

納付方法は、受講を許可された者へ後日送付する受講料納付書に青森県収入証紙を貼付

し、提出することによる。 

 

４  会場、講習月日及び開設科目一覧 

（１）会場 

    弘前大学（弘前市文京町１） 
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（２）講習月日及び開設科目 （第１～５回：夏季開催 第６～７回：冬季開催） 

 
講習月日 

（※１） 

免許法施行規則に定める 

科目区分等（※２） 
開設科目（※３） 

受
講
定
員 

第

１

回 

7/25（土） 

各教科の指導法

（情報通信技術の

活用を含む。） 

国語（書写を含

む。） 

国語教育法 

（R8認定講習） 

 

講師：弘前大学 

   田中 拓郎 

６０ 

7/26（日） 

第

２

回 

8/4（火） 

道徳の理論及び指導法 

道徳教育概論 

（R8認定講習） 

 

講師：弘前大学 

   森本 洋介 

６０ 

8/5（水） 

第

３

回 

8/6（木） 
生徒指導の理論及び方法 

 

教育相談（カウンセリングに関する基

礎的な知識を含む。）の理論及び方法 

 

進路指導及びキャリア教育の理論及

び方法 

生徒指導・教育相談 

・進路指導 

（R8認定講習） 

 

講師：弘前大学 

   田名場 忍 

６０ 

8/7（金） 

第

４

回 

8/10（月） 

各教科の指導法

（情報通信技術

の活用を含む。） 

外国語（英語） 

英語教育法 

（R8認定講習） 

 

講師： 

弘前大学 

佐藤 剛 （１日目担当） 

齋藤 章吾（２日目担当） 

６０ 

8/11（火） 
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講習月日 

（※１） 

免許法施行規則に定める 

科目区分等 
開設科目 

受
講
定
員 

第

５

回 

8/20（木） 

各教科の指導法（情

報通信技術の活用

を含む。） 

音楽 

音楽教育法 

（R8認定講習） 

 

講師：弘前大学 

   今田 匡彦 

６０ 

8/21（金） 

第

６

回 

12/19（土） 

家庭 

家庭教育法 

（R8認定講習） 

 

講師：弘前大学 

   加賀 恵子 

４０ 

12/20（日） 

第

７

回 

1/9（土） 

算数 

算数教育法 

（R8認定講習） 

 

講師：弘前大学 

   田中 義久 

６０ 

1/10（日） 

 

 

 

 

 

 

５ 講義時間割表（１科目２日間  全１６校時）  

 校  時 授業時間 

午

前 

１・２（ ９・１０）校時    ９：３０～１１：００ 

３・４（１１・１２）校時  １１：１０～１２：４０ 

午

後 

５・６（１３・１４）校時  １３：３０～１５：００ 

７・８（１５・１６）校時  １５：１０～１６：４０ 

   ※ （ ）は２日目 

  

※１ 修得できる単位数は全科目１単位である。（２日間で１科目の講義） 

※２ 全て小学校教諭二種免許状取得用の単位であり、他の学校種には対応していない。 

※３ 各科目は、個別独立した講義であり、一連の内容ではない。 



4 

 

 

６ 成績審査 

（１）定められた授業時数の、５分の４（１３校時）以上の出席者について審査する。 

（２）審査方法は、レポートの提出等による。 

（３）合格者には、「学力に関する証明書」を発行する。 

 

７ 受講者が準備すべきもの      

    受講を許可された者に、後日連絡する。 

 

８ その他 

（１）青森県内公立学校の教員は、講習が長期休業中に当たる場合は教育公務員特例法

第２２条第２項、それ以外の日に当たる場合は職務に専念する義務の特例に関する

条例第２条第１号の規定により「職務に専念する義務の免除」の扱いとなるので、

各自手続すること。 

（２）受講申込者には、審査の上、受講許可書及び受講料納付書を交付する。許可書の

再発行は行わないので、取扱いに注意すること。 

（３）申込後の取消しは認めない。 

（４）科目によっては、教材等の代金が発生する場合があるので承知すること。 

（５）会場に駐車スペースはないため、公共交通機関等を利用して来場すること。 

（６）対面講義による開催とする。 

（７）受講定員を超える申込みがあった場合は、受講を許可できないことがある。 

（８）夏季開催分（７～８月）と冬季開催分（１２月～１月）は、それぞれ別の期日で受

講申込み案内及び申込み受付を行う。 

  夏季開催分：５月に案内及び受付開始 

冬季開催分：１０月に案内及び受付開始予定 

 

 

 

【担当】〒030-8540 青森市長島一丁目 1-1 

  教職員課 総務・免許グループ 中谷 

 ＴＥＬ 017－734－9893   

 ＦＡＸ 017－734－8274 


